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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グリセリンを含有し、
　トリグリセリドの２位に結合されたオレイン酸の合計質量が、油脂の２位構成脂肪酸全
体の質量に対して３７～５７質量％である可塑性油脂組成物。
【請求項２】
　前記グリセリンの含有量が、前記可塑性油脂組成物全体の質量に対して２～４５質量％
である請求項１に記載の可塑性油脂組成物。
【請求項３】
　前記油脂が、ラウリン系油脂とパーム系油脂とのエステル交換油脂を４～４０質量％含
有する請求項１または２に記載の可塑性油脂組成物。
【請求項４】
　製菓製パン用である、請求項１から３のいずれか一項に記載の可塑性油脂組成物。
【請求項５】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の可塑性油脂組成物からなるマーガリン。
【請求項６】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の可塑性油脂組成物からなるスプレッド。
【請求項７】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の可塑性油脂組成物を含有するバタークリーム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可塑性油脂組成物とそれを用いたマーガリン、スプレッド、バタークリーム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　グリセリンは、食品添加物として認可されており、チューインガムの軟化剤、冷菓の結
晶化防止、乾燥食品や菓子類の保湿剤等として多様な用途に広く用いられている（例えば
、特許文献１～３参照）。
【０００３】
　特許文献１では、ひび割れの生じにくい焼き菓子類を得ることを課題として、原料の主
成分である穀物粉１００質量部に対し、１．０～７．０質量部のグリセリンを含有する焼
き菓子が提案されている。
【０００４】
　また、特許文献２では、ソフト感とシトリを有し、長期保存後もこのような食感を維持
することができる焼き菓子を得ることを課題として、焼き菓子の製造工程において、穀類
粉末にグリセリンや粉末状糖類、液状糖類などを混合したものを捏ねてグルテンを形成さ
せた焼き菓子が提案されている。
【０００５】
　特許文献３では、保湿性を高めて賞味期間中に柔らかくてシトリのある食感を保つクッ
キーを得ることを課題として、小麦粉、油脂および砂糖を含有するクッキー製造用組成物
中に、グリセリンとポリグリシトールシロップの混合物を添加したクッキー製造用組成物
が提案されている。
【０００６】
　ただ、上記の特許文献１～３では、いずれにおいても、穀類粉末、すなわち焼き菓子生
地の原料粉末に直接グリセリンを添加するため、焼き菓子生地にグリセリンを均一に分散
させることが難しく、賞味期間中、長期に亘ってシトリを維持することは困難であるとい
う問題があった。シトリの改善は、グリセリンの添加量を増やすことで改善できるが、そ
の一方で、グリセリンを多量に添加すると、グリセリンの異味を感じたり、焼き菓子がね
ちゃつき、食感が低下するという問題があった。
【０００７】
　一方で、油脂とグリセリンとを混合した油脂組成物や、油脂とグリセリンとの乳化物を
用いることにより、シトリを有するベーカリー製品が得られることが知られている（例え
ば、特許文献４～６参照）。
【０００８】
　特許文献４、５では、軽さとサクさを向上できるとともに、シトリのある食感の優れた
パイを得ることを課題として、グリセリンと食用油脂、乳化剤および水とからなる乳化油
脂組成物を小麦粉と混捏して得た生地を用いた、折りパイや練りパイが提案されている。
【０００９】
　また、特許文献６では、クロワッサンやデニッシュ、ペーストーリー等のパン菓子用生
地の製造の際に、生地からバターが分離したり、パン菓子の表面が油っぽさの抑制や、ピ
ーナッツバターからの落花生油の分離抑制として、グリセリンを食用油脂または油脂組成
物に添加した脂肪含有系が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２０１０－１０４２５９号公報
【特許文献２】特開２００９－１４８２５３号公報
【特許文献３】特開２０１６－０８６８１０号公報
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【特許文献４】特開昭６３－２２２６４２号公報
【特許文献５】特開昭６３－２４０７４２号公報
【特許文献６】特開平１－９８４４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上記の特許文献４～６では、いずれにおいても、焼成直後のベーカリー
製品は、しっとりとした食感を有し、しかも油分の分離や染みだしによりベーカリー製品
の表面が油っぽくなることが抑制されるが、焼成後長時間が経過しても、しっとりとした
食感を維持することについては、必ずしも検討が十分であるとは言えない側面があった。
また、特許文献４～６では、いずれにおいても、油脂組成物の主剤となる食用油脂の種類
による特性、性状について検討の余地が残されていた。
【００１２】
　本発明は、以上の通りの事情に鑑みてなされたものであり、ケーキやパン等の製菓製パ
ンの生地に練り込んで焼成した場合に、シトリを生地に付与することができ、さらに、バ
タークリームやスプレッドに用いた場合に、瑞々しく、しかもコク味が良好なものとする
ことができる可塑性油脂組成物とそれを用いた食品を提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の課題を解決するために、本発明の可塑性油脂組成物は、グリセリンを含有し、ト
リグリセリドの２位に結合されたオレイン酸の合計質量が、油脂の２位構成脂肪酸全体の
質量に対して３７～５７質量％であることを特徴とする。
【００１４】
　本発明では、グリセリンの含有量が、可塑性油脂組成物全体の質量に対して２～４５質
量％であることが好ましく考慮される。
【００１５】
　また、本発明では、油脂が、ラウリン系油脂とパーム系油脂とのエステル交換油脂を４
～４０質量％含有することが好ましく考慮される。
【００１６】
　さらにまた、本発明の可塑性油脂組成物は、製菓製パン用であることを特徴としている
。
【００１７】
　本発明のマーガリンは、上記可塑性油脂組成物からなることを特徴としている。
【００１８】
　また、本発明のスプレッドは、上記可塑性油脂組成物からなることを特徴としている。
【００１９】
　さらにまた、本発明のバタークリームは、上記可塑性油脂組成物を含有することを特徴
としている。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、ケーキやパン等の製菓製パンの生地に練り込んで焼成した場合に、シ
トリを生地に付与することができ、さらに、バタークリームやスプレッドに用いた場合に
瑞々しく、しかもコク味が良好なものとすることができる可塑性油脂組成物とそれを用い
た食品を実現できる。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、本発明を詳細に説明する。
【００２２】
＜可塑性油脂組成物＞
　本発明の可塑性油脂組成物は、グリセリンを含有し、トリグリセリドの２位に結合され
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たオレイン酸の合計質量が、油脂の２位構成脂肪酸全体の質量に対して３７～５７質量％
であることを特徴とする。
【００２３】
　グリセリンは、無色の粘稠な液体で、においがなく、甘味がある。また、水と任意の割
合で混和可能な液体であり、沸点が２９０℃と高く、体温で蒸発しないこと、保水力が高
いことから、保湿剤として化粧品に用いられることが多い。また、グリセリンは、食品添
加物として認可されており、水分値が１０％を超える半生食品であるカステラ、イカの燻
製、肉まんの皮等の食品のシトリや柔らかさの維持を目的として上記の食品に添加される
ことがある。食品に添加したグリセリンは、後述の製菓製パンの焼成工程においても、蒸
散することはほとんどない。このため、焼成後の製菓製パンに対してシトリを付与するこ
とができる。
【００２４】
　本発明では、可塑性油脂組成物の主要成分である油脂にグリセリンを添加し、混合する
ことで得られる可塑性油脂組成物とこれを用いて製造した製菓製パン等の焼成品に、長期
に亘るシトリを付与することができる。また、この可塑性油脂組成物を含有するバターク
リームやマーガリン、スプレッド等においては、瑞々しくしかもコク味が良好なものとす
ることができる。
【００２５】
　可塑性油脂組成物に用いることができるグリセリンとしては、食品添加物用のグリセリ
ンであれば、特に制限されることなく使用可能である。なお、食品添加物用のグリセリン
については、食品添加物公定書に定められた基準に基づくものである。具体的には、食品
添加物用のグリセリンは、グリセリン（Ｃ３Ｈ８Ｏ３）９５．０％（ｗ/ｖ）以上を含有
することが規定されている。
【００２６】
　可塑性油脂組成物におけるグリセリンの含有量としては、例えば、可塑性油脂組成物全
体の質量に対して２～４５質量％、より好ましくは５～４０質量％、さらに好ましくは、
１５～３５質量％の範囲であることが例示される。グリセリンの含有量が上記の範囲内で
あれば、可塑性油脂組成物を用いて製造した製菓製パンやバタークリームやマーガリン、
スプレッド等の食品について、シトリとコク味（甘み由来）のバランスが良好なものとな
る。
【００２７】
　可塑性油脂組成物におけるグリセリン含有量は、下記の方法で測定する。可塑性油脂を
溶解させ、グリセリンを含む水相部を抽出し、高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）
で測定することができる。
【００２８】
　グリセリンを含有する可塑性油脂組成物の製造方法は、以下の２つの方法に大別される
。すなわち、（１）溶解した油相に、直接グリセリンを添加して油相を調製した後、水相
を添加して乳化物を作製し、急冷捏和する方法と、（２）予め水にグリセリンを添加し水
相を調製した後、溶解した油相に水相を添加して、乳化物を作製し、急冷混和する方法で
ある。また水相を用いず、溶解した油相に直接グリセリンを添加することもできる。
【００２９】
　上記のいずれの方法を用いた場合であっても、所望の効果を発揮する可塑性油脂組成物
を得ることができる。これらの方法は、いずれであっても構わないが、特に、油脂に対し
、グリセリンの分散性が向上し、シトリの持続性が向上するので、（２）の予め水にグリ
セリンを添加し水相を調製した後、溶解した油相に水相を添加して、乳化物を作製し、急
冷捏和する方法を採用することが好ましい。
【００３０】
＜油脂＞
　本発明の可塑性油脂組成物は、トリグリセリドの２位に結合されたオレイン酸の合計質
量が、油脂の２位構成脂肪酸全体の質量に対して３７～５７質量％であることを特徴とす
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る。本発明の可塑性油脂組成物は、これにより、製菓製パン等の焼成品に、優れたシトリ
を付与することができる。シトリに優れた製菓製パン等の焼成品においては、スライス時
に、くずの発生量を抑えることができるとともに、喫食時に感じる瑞々しさをも向上させ
ることができる。また、本発明の可塑性油脂組成物を含有するマーガリン、バタークリー
ム、スプレッド等の食品においては、喫食時に感じる瑞々しさが向上するとともに、コク
味が増し、しかも後味として感じるフレーバーリリース（後半のフレーバーリリース）も
向上する。
【００３１】
　本発明において、油脂中のトリグリセリドとは、１分子のグリセロールに３分子の脂肪
酸がエステル結合した構造を有するものである。トリグリセリドの１位、２位、３位とは
、脂肪酸が結合した位置を表す。
【００３２】
　トリグリセリドの２位に結合されたオレイン酸は、分子構造上歪を形成しており、回転
運動する際に、分子構造の障害となりやすい。そのため、油脂中の各トリグリセリドの分
子が近付きにくくなることから、結晶化しにくい状態となる。その結果、徐冷時において
結晶化部分（固）と非結晶部分（液）とが混在（固液分離）した状態となりやすい。これ
により、本発明の可塑性油脂組成物は、製菓製パン等の焼成品のシトリを向上させるもの
と考えられる。また、本発明の可塑性油脂組成物は、バタークリームやマーガリン、スプ
レッド等の食品を瑞々しく、しかもコク味が良好なものとすることができる。
【００３３】
　一方、トリグリセリドの２位に結合されたオレイン酸の質量が多すぎると、上記のとお
り、分子構造による結晶化が阻害されることと、相対的に油脂中のオレイン酸量が多くな
ることに起因し、非結晶部が多くなり、このような油脂を含有する可塑性油脂組成物およ
びそれを用いた食品について、喫食時の食感が低下する。
【００３４】
　また、トリグリセリドの２位に結合されたオレイン酸の質量が少なすぎると、分子構造
による結晶化の阻害による影響が少ないこと、相対的に油脂中のオレイン酸量が少なくな
ることに起因し、結晶化部分が多くなり、製菓製パン等の焼成品のシトリやコク味が低下
し、バタークリームやマーガリン、スプレッド等の食品では、喫食時に感じる瑞々しさ、
後味として感じるフレーバーリリースも低下する。
【００３５】
　さらに、可塑性油脂組成物中の油脂は、油脂の全構成脂肪酸中の飽和脂肪酸の含有量が
、油脂の全構成脂肪酸の質量に対して、２８質量％以上６０質量％以下であることが好ま
しい。油脂の全構成脂肪酸中の飽和脂肪酸が、上記範囲内であれば、さらに製菓製パン等
の焼成品のシトリやコク味が向上し、バタークリームやマーガリン、スプレッド等の食品
では、喫食時に感じる瑞々しさ、後味として感じるフレーバーリリースも向上する。本発
明の可塑性油脂組成物が、製菓製パン等の焼成品に優れたシトリを付与し、バタークリー
ムやマーガリン、スプレッド等の食品について、喫食時に感じる瑞々しさ、後味として感
じるフレーバーリリースを向上させることができるのは、上記のとおりの性質を有するト
リグセリドの２位に結合されたオレイン酸と飽和脂肪酸の量のバランスが良好なためであ
ると考えられる。
【００３６】
　本発明の可塑性油組成物において、可塑性油脂組成物に含まれるトリグリセリドの２位
に結合されたオレイン酸の合計質量は、可塑性油脂組成物に含まれるトリグリセリドの２
位に結合された脂肪酸全体の質量に対して３７～５７質量％であり、より好ましくは、４
０～５２質量％である。可塑性油脂組成物に含まれるトリグリセリドの２位に結合された
オレイン酸の合計質量が、上記の範囲内であれば、製菓製パン等の焼成品では、焼成時に
油脂が溶融状態となり、その後室温におかれた際に油脂は、徐冷となるため、固液分離の
状態となり、非結晶部分を有するため、焼成品にシトリを付与することができる。また、
バタークリームやマーガリン、スプレッド等の食品では、喫食時に感じる瑞々しさ、後味
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として感じるフレーバーリリースを向上させることができる。このように、トリグリセリ
ドの２位に結合されたオレイン酸の量が、トリグリセリドの２位に結合された脂肪酸全体
の質量に対して３７～５７質量％である油脂を含有する可塑性油脂組成物を用いることに
より、製菓製パン等の焼成品のシトリやコク味が向上する。また、バタークリームやマー
ガリン、スプレッド等の食品では、喫食時に感じる瑞々しさ、コク味にくわえて、後味と
して感じるフレーバーリリースも向上させることができる。
【００３７】
　本発明の可塑性油組成物において、可塑性油脂組成物に含まれるトリグリセリドの２位
に結合されたラウリン酸の合計質量は、可塑性油脂組成物に含まれるトリグリセリドの２
位に結合された脂肪酸全体の質量に対して０．５～１０質量％であることが好ましく、よ
り好ましくは、０．５～４．０質量％である。可塑性油脂組成物に含まれるトリグリセリ
ドの２位に結合されたラウリン酸の合計質量は、上記の範囲内であれば、可塑性油脂の口
溶けが向上し、焼成品においては、コク味、バタークリームやマーガリン、スプレッド等
の食品では、喫食時に感じる瑞々しさ、コク味にくわえて後味として感じるフレーバーリ
リースも向上させることができる。
【００３８】
　なお、本明細書において、トリグリセリドの構成脂肪酸の略称として、Ｓ：飽和脂肪酸
、Ｕ：不飽和脂肪酸、を用いる。
【００３９】
　飽和脂肪酸Ｓは、油脂中に含まれるすべての飽和脂肪酸である。また、各トリグリセリ
ド分子に結合している２つまたは３つの飽和脂肪酸Ｓは、同一の飽和脂肪酸であってもよ
いし、異なる飽和脂肪酸であってもよい。
【００４０】
　飽和脂肪酸Ｓとしては、特に限定されないが、例えば、酪酸（４）、カプロン酸（６）
、カプリル酸（８）、カプリン酸（１０）、ラウリン酸（１２）、ミリスチン酸（１４）
、パルミチン酸（１６）、ステアリン酸（１８）、アラキジン酸（２０）、ベヘン酸（２
２）、リグノセリン酸（２４）などが挙げられる。なお、上記の飽和脂肪酸についての括
弧内の数値表記は、脂肪酸の炭素数である。
【００４１】
　不飽和脂肪酸Ｕは、油脂中に含まれるすべての不飽和脂肪酸である。また、各トリグリ
セリド分子に結合している２つまたは３つの不飽和脂肪酸Ｕは、同一の不飽和脂肪酸であ
ってもよいし、異なる不飽和脂肪酸であってもよい。
【００４２】
　不飽和脂肪酸Ｕとしては、特に限定されないが、例えば、ミリストレイン酸（１４：１
）、パルミトレイン酸（１６：１）、ヒラゴン酸（１６：３）、オレイン酸（１８：１）
、リノール酸（１８：２）、リノレン酸（１８：３）、エイコセン酸（２０：１）、エル
カ酸（２２：１）、セラコレイン酸（２４：１）等が挙げられる。なお、上記不飽和脂肪
酸についての括弧内の数値表記は、左側が脂肪酸の炭素数であり、右側が二重結合数を意
味する。
【００４３】
　本発明の可塑性油脂組成物およびこれを用いた食品に使用される油脂は、２位にオレイ
ン酸が結合されたトリグリセリドを含み、２位にオレイン酸が結合されたトリグリセリド
の１、３位の構成脂肪酸は、飽和脂肪酸Ｓまたは不飽和脂肪酸Ｕのいずれであってもよい
。２位がオレイン酸であるトリグリセリドとしては、例えば、ＳＯＳ型トリグリセリド、
ＳＯＵ型トリグリセリド（位置異性体も含む）、ＵＯＵ型トリグリセリドなどが挙げられ
るが、特に限定されない。なお、「Ｏ」とは、トリグリセリドの構成脂肪酸であるオレイ
ン酸を意味する。本発明の効果を得る点から、２位にオレイン酸が結合されたトリグリセ
リドの１位または３位の構成脂肪酸が飽和脂肪酸Ｓである場合、炭素数４～２４の飽和脂
肪酸であることが好ましい。２位にオレイン酸が結合されたトリグリセリドの１位または
３位の構成脂肪酸が不飽和脂肪酸Ｕである場合、炭素数１４～２２の不飽和脂肪酸（ミリ
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ストレイン酸、パルミトレイン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、エイコセン酸
、エルカ酸等）であることが好ましい。２位にオレイン酸が結合されたトリグリセリドの
１位または３位の構成脂肪酸が飽和脂肪酸Ｓと不飽和脂肪酸Ｕである場合、上述の飽和脂
肪酸（炭素数４～２４の飽和脂肪酸）と不飽和脂肪酸（炭素数１４～２２の不飽和脂肪酸
）であることが好ましい。
【００４４】
　本発明の可塑性油脂組成物において、トリグリセリドに結合された飽和脂肪酸の含有量
は、油脂全体の構成脂肪酸の質量に対して、２７～５５質量％であることが好ましい。上
記のとおり、２位にオレイン酸が結合されたトリグリセリドは、結晶化しづらいが、この
２位にオレイン酸が結合されたトリグリセリドの量と、油脂中の飽和脂肪酸の含有量を調
整することにより、油脂の結晶性をコントロールすることができる。その結果、可塑性油
脂組成物が添加された製菓製パン等の焼成品のシトリを向上させることができる。また、
飽和脂肪酸の含有量を上記の範囲内とすることで、バタークリームやマーガリン、スプレ
ッドの瑞々しさ、コク味、後味のフレーバーリリースを向上させることができる。
【００４５】
　本発明の可塑性油脂組成物の製造に用いられる油脂としては、特に限定されるものでは
ないが、パーム油、パーム核油、ヤシ油、菜種油、大豆油、綿実油、ヒマワリ油、米油、
コーン油、サフラワー油、オリーブ油、ゴマ油、シア脂、サル脂、マンゴー油、イリッペ
脂、カカオ脂、豚脂（ラード）、牛脂、乳脂、それらの分別油、加工油（硬化およびエス
テル交換反応のうち１つ以上の処理がなされたもの）等が挙げられる。飽和脂肪酸の含有
量およびトリグリセリドの２位に結合されたラウリン酸やオレイン酸の含有量などを適宜
調整するために、これらの油脂は、１種単独で使用してもよく、２種以上を組み合わせて
使用してもよい。
【００４６】
　また、本発明の可塑性油脂組成物およびこれを用いた食品に使用される油脂においては
、ラウリン系油脂（ａ１）とパーム系油脂（ａ２）とのエステル交換油脂（ａ）を４～４
０質量％含有することが好ましく、５～３０質量％であることが、より好ましく考慮され
る。
【００４７】
　エステル交換油脂（ａ）の原料であるラウリン系油脂（ａ１）は、全構成脂肪酸中のラ
ウリン酸含有量が３０質量％以上の油脂であり、例えば、パーム核油、ヤシ油、これらの
分別油、硬化油などが挙げられ、これらは１種単独で使用してもよく２種以上を組み合わ
せて使用してもよい。これらのラウリン系油脂（ａ１）のうち、ヤシ油に比べて融点が高
く、高融点のエステル交換油脂（ａ）を容易に得ることができる点を考慮すると、パーム
核油、その分別油や硬化油が好ましい。硬化油の場合、水素添加量によってトランス脂肪
酸の含有量が増加する虞があるため、硬化油を用いる場合には微水素添加したものか、低
温硬化したもの、または完全水素添加した極度硬化油が好ましく、特に極度硬化油が好ま
しい。
【００４８】
　ラウリン系油脂（ａ１）は、ヨウ素価が２以下の油脂を含有することが好ましい。ヨウ
素価が２以下の油脂を用いると、トランス脂肪酸の生成の虞が少なく、エステル交換油脂
（ａ）を他の油脂と混合する際に結晶核となり、固化し易くかつ口溶けの良い油脂組成物
となる。ヨウ素価が２以下の油脂としては、極度硬化油が挙げられる。
【００４９】
　エステル交換油脂（ａ）の原料であるパーム系油脂（ａ２）は、全構成脂肪酸中の炭素
数１６以上の脂肪酸含有量が３５質量％以上である。パーム系油脂（ａ２）としては、パ
ーム油、パーム分別油やこれらの硬化油などが挙げられ、これらは１種単独で使用しても
よく２種以上を組み合わせて使用してもよい。パーム分別油としては、硬質部、軟質部、
中融点部などを用いることができる。硬化油の場合、水素添加量によってトランス脂肪酸
の含有量が増加する虞があるため、硬化油を用いる場合には微水素添加したものか、低温
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硬化したもの、または完全水素添加した極度硬化油が好ましく、特に極度硬化油が好まし
い。
【００５０】
　パーム系油脂（ａ２）は、ヨウ素価が５０～６０の油脂を含有することが好ましい。ヨ
ウ素価が５０～６０の油脂を用いることで、含有する飽和脂肪酸量から結晶性に優れ、ま
た不飽和脂肪酸を含む点から可塑性に優れた油脂の作製が可能となる。またパーム系油脂
（ａ２）は、極度硬化油を含有することが好ましい。パーム系油脂（ａ２）に極度硬化油
が含有されていると、エステル交換油脂（ａ）の融点を高めることができ、結晶性が良好
になる。
【００５１】
　エステル交換油脂（ａ）において、ラウリン系油脂（ａ１）と、パーム系油脂（ａ２）
とのエステル交換反応には、エステル交換触媒として化学触媒や酵素触媒が用いられる。
化学触媒としてはナトリウムメチラートや水酸化ナトリウム等が用いられ、酵素触媒とし
てはリパーゼ等が用いられる。リパーゼとしてはアスペルギルス属、アルカリゲネス属等
のリパーゼが挙げられ、イオン交換樹脂、ケイ藻土、セラミック等の担体上に固定化した
ものを用いても、粉末の形態として用いても良い。また位置選択性のあるリパーゼ、位置
選択性のないリパーゼのいずれも用いることができるが、位置選択性のないリパーゼを用
いることが好ましい。エステル交換触媒として化学触媒や位置選択性のない酵素触媒を用
いた場合、ラウリン系油脂（ａ１）とパーム系油脂（ａ２）とのエステル交換反応が完了
すると、構成脂肪酸として飽和脂肪酸（Ｓ）を２個、不飽和脂肪酸（Ｕ）を１個含む２飽
和トリグリセリドのうち、対称型トリグリセリド（ＳＵＳ）と非対称型トリグリセリド（
ＳＳＵ）とのエステル交換油脂（ａ）中における質量比（ＳＵＳ／ＳＳＵ）が０．４５～
０．５５の範囲内となる。
【００５２】
　エステル交換反応に化学触媒を用いる場合、触媒を油脂質量の０．０５～０．１５質量
％添加し、減圧下で８０～１２０℃に加熱し、０．５～１．０時間攪拌することでラウリ
ン系油脂（ａ１）とパーム系油脂（ａ２）とのエステル交換反応が平衡状態となって完了
し、エステル交換油脂（ａ）を得ることができる。また酵素触媒を用いる場合、リパーゼ
等の酵素触媒を油脂質量の０．０１～１０質量％添加し、４０～８０℃でエステル交換反
応を行うことによりエステル交換反応が平衡状態となって完了し、エステル交換油脂（ａ
）を得ることができる。エステル交換反応はカラムによる連続反応、バッチ反応のいずれ
の方法で行うこともできる。エステル交換反応後、必要に応じて脱色、脱臭等の精製を行
うことができる。
【００５３】
　本発明の可塑性油脂組成物およびこれを用いた食品に使用される油脂は、エステル交換
油脂（ａ）を、全油脂の質量に対して４～４０質量％含有することが好ましく考慮される
。エステル交換油脂（ａ）の含有量が上記の範囲内であれば、油脂の結晶性が良好となり
、伸展性に優れた可塑性油脂組成物を得ることができ、製菓製パン生地では、常温域（１
５～２５℃）の作業環境下での練り込み工程においても作業性が良好であり、またバター
クリームとして用いた場合は、液糖などの他素材との混合性が良好となる。
【００５４】
　本発明の可塑性油脂組成物およびこれを用いた食品に使用される油脂は、油脂の構成脂
肪酸としてトランス脂肪酸を含んでもよく、含まなくてもよいが、トランス脂肪酸の摂取
量が多くなると、血液中におけるＬＤＬコレステロール量が増加しうる。よって、これを
抑制しやすい点から、本発明においては、油脂の構成脂肪酸中のトランス脂肪酸の含有量
は、油脂の構成脂肪酸全体の質量に対して１０質量％未満であることが好ましく、５質量
％未満であることがより好ましく、３質量％未満であることが最も好ましい。
【００５５】
＜可塑性油脂組成物を用いたマーガリン、スプレッド、バタークリーム＞
　本発明の可塑性油脂組成物は、製菓製パン用であることが好ましく考慮される。具体的
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には、本発明の可塑性油脂組成物は、製菓製パン等の焼成品の生地に練り込み、あるいは
折り込んで使用することができる。
【００５６】
　例えば、本発明の可塑性油脂組成物は、製菓製パン練り込み用油脂組成物（ｂ１）とし
て、菓子生地やパン生地に練り込んで使用される。製菓製パン練り込み用油脂組成物（ｂ
１）を含有する菓子生地やパン生地を焼成することによって、焼成品としての製菓製パン
が得られる。
【００５７】
　あるいは、本発明の可塑性油脂組成物は、製菓製パン折り込み用油脂組成物（ｂ２）と
して、菓子生地やパン生地に折り込んで使用することができる。例えば、生地の間に可塑
性油脂組成物を用いたシート状の製菓製パン折り込み用油脂組成物（ｂ２）を包み込み、
その後、折り畳みと圧延を繰り返すことによって生地中に製菓製パン折り込み用油脂組成
物（ｂ２）を層状に折り込んで、生地と製菓製パン折り込み用油脂組成物（ｂ２）の薄い
層を何層にも作り上げる。そして、この製菓製パン折り込み用油脂組成物（ｂ２）を含有
する生地を焼成することによって、層状焼成品のパンが得られる。この製菓製パン折り込
み用油脂組成物（ｂ２）は、シート状、ブロック状、円柱状、直方体状、ペンシル状など
の様々な形状とすることができる。その中でも、加工が容易である点等から、シート状と
することが好ましい。製菓製パン折り込み用油脂組成物（ｂ２）をシート状とした場合の
サイズは、特に限定されるものではないが、例えば、幅５０～１０００ｍｍ、長さ５０～
１０００ｍｍ、厚さ１～５０ｍｍとすることができる。
【００５８】
　生地への可塑性油脂組成物の練り込み、折り込みや、生地の焼成は、例えば公知の条件
および方法に従って行うことができる。
【００５９】
　可塑性油脂組成物を用いた生地は、穀粉を主成分とし、穀粉としては、通常、製菓製パ
ン等の焼成品の生地に配合されるものであれば、特に限定されるものではないが、例えば
、小麦粉（強力粉、中力粉、薄力粉等）、大麦粉、米粉、とうもろこし粉、ライ麦粉、そ
ば粉、大豆粉等が挙げられる。
【００６０】
　生地には、穀粉と可塑性油脂組成物以外にも、通常、製菓製パン等の焼成品の生地に使
用されるものであれば、特に制限なく配合することができる。また、これらの配合量も、
通常、製菓製パン等の焼成品の生地に配合される範囲を考慮して特に制限なく適宜の量と
することができる。具体的には、例えば、水、乳、乳製品、蛋白質、糖質、卵、卵加工品
、澱粉、塩類、乳化剤、乳化起泡剤（乳化油脂）、粉末油脂、イースト、イーストフード
、カカオマス、ココアパウダー、チョコレート、コーヒー、紅茶、抹茶、野菜類、果物類
、果実、果汁、ジャム、フルーツソース、肉類、魚介類、豆類、きな粉、豆腐、豆乳、大
豆蛋白、膨張剤、甘味料、調味料、香辛料、着色料、フレーバー等が挙げられる。
【００６１】
　製菓製パン練り込み用油脂組成物（ｂ１）を練り込んだ生地を用いた焼成品としては、
例えば、食パン、テーブルロール、菓子パン、調理パン、フランスパン、ライブレッド、
スポンジケーキ、パウンドケーキ、マドレーヌ、フィナンシェ等が挙げられる。
【００６２】
　製菓製パン折り込み用油脂組成物（ｂ２）を折り込んだ生地を用いた焼成品としては、
例えば、イーストなどを使用して生地を発酵させるデニッシュやクロワッサン、発酵過程
のないパイ等のペストリー等が挙げられる。
【００６３】
　また、本発明では、可塑性油脂組成物として、マーガリン、スプレッドを調製すること
ができ、また、この可塑性油脂組成物であるマーガリンを用いてバタークリームなどの食
品を調製することができる。
【００６４】
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　これらの食品では、本発明の可塑性油脂組成物の含有量が、好ましくは５０～１００質
量％、より好ましくは７０～１００質量％の範囲内である。
【００６５】
　これらの可塑性油脂は、水相を含有する形態をとることができる。水相を含有する形態
としては油中水型、水中油型、油中水中油型、水中油中水型が挙げられ、油相の含有量は
、好ましくは６０～９９．４質量％、より好ましくは６５～９８質量％であり、水相の含
有量は、好ましくは０．６～４０質量％、より好ましくは２～３５質量％である。水相を
含有する形態としては油中水型が好ましく、マーガリンが挙げられる。本明細書において
マーガリンとは、日本農林規格のマーガリンまたはファットスプレッドに該当するもので
ある。すなわち、マーガリンは、油脂を８０質量％以上含み、ファットスプレッドは、油
脂を８０質量％未満含むものである。
【００６６】
　これらの食品は、水以外に、従来公知の各種成分を含んでもよい。公知の成分としては
、特に限定されないが、例えば、乳、乳製品、蛋白質、呈味剤（乳製品の酵素処理物等）
、アミノ酸、糖質、塩類、酸味料、ｐＨ調整剤、抗酸化剤、香辛料、増粘剤、着色成分、
フレーバー、乳化剤、酒類等が挙げられる。乳としては、牛乳等が挙げられる。乳製品と
しては、脱脂乳、生クリーム、チーズ（ナチュラルチーズ、プロセスチーズ等）、発酵乳
、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖れん乳、加糖れん乳、無糖脱脂れん乳、加糖脱脂れん乳、全
粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、蛋白濃縮ホエイパウダー、ホエイ
チーズ（ＷＣ）、ホエイ蛋白コンセントレート（ＷＰＣ）、ホエイ蛋白アイソレート（Ｗ
ＰＩ）、バターミルクパウダー、トータルミルクプロテイン、カゼインナトリウム、カゼ
インカリウム等が挙げられる。蛋白質としては、大豆蛋白、エンドウ豆蛋白、小麦蛋白等
の植物蛋白等が挙げられる。糖質としては、単糖（グルコース、フルクトース、ガラクト
ース、マンノース等）、二糖類（ラクトース、スクロース、マルトース、トレハロース等
）、オリゴ糖、糖アルコール、ステビア、アスパルテーム等の甘味料、デンプン、デンプ
ン分解物、イヌリン（アガベイヌリン等）、多糖類等が挙げられる、抗酸化剤としては、
Ｌ－アスコルビン酸、Ｌ－アスコルビン酸誘導体、トコフェロール、トコトリエノール、
リグナン、ユビキノン類、キサンチン類、オリザノール、植物ステロール、カテキン類、
ポリフェノール類、茶抽出物等が挙げられる。香辛料としては、カプサイシン、アネトー
ル、オイゲノール、シネオール、ジンゲロン等が挙げられる。増粘剤としては、カラギナ
ン、キサンタンガム、アラビアガム、グァーガム、カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ
）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、アルギン酸プロピレングリコー
ルエステル（ＰＧＡ）、アルギン酸ナトリウムなどが挙げられる。着色成分としては、カ
ロテン、アナトー、アスタキサンチン等が挙げられる。フレーバーとしては、バターフレ
ーバー、ミルクフレーバー等が挙げられる。乳化剤としては、レシチン、グリセリン脂肪
酸エステル、有機酸グリセリン脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪
酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ポリグリセリン縮合リシノレイン酸エステ
ル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ステアロイル乳酸カルシウム、ステアロイル
乳酸ナトリウム、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル等が挙げられる。
【００６７】
　これらの食品は、従来公知の方法により製造することができる。例えば、水相を含有す
る形態のものは、本発明の可塑性油脂組成物を含む油相と水相とを適宜に加熱し混合して
乳化した後、コンビネーター、パーフェクター、ボテーター、ネクサス等の冷却混合機に
より急冷捏和し得ることができる。冷却混合機による急冷捏和後には、必要に応じて冷却
混合機において、窒素ガスなどの不活性ガスを吹き込んだり、熟成（テンパリング）して
もよい。
【００６８】
　また、本発明の可塑性油脂組成物を用いたバタークリーム、マーガリン、スプレッドは
、製菓製パンのフィリング、ナッペ、トッピングに使用されることが好ましく考慮される
。
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【００６９】
　本発明によれば、可塑性油脂組成物をこれらの食品に使用した際に、喫食時には、バタ
ークリームやマーガリン、スプレッドの口溶けが良好で、瑞々しさとコク味を兼ね備え、
しかも後味として感じるフレーバーリリースも良好である。
【００７０】
　ここでフィリング、ナッペまたはトッピングとしては、マーガリンやスプレッドをその
ままスプレッドとして用いることや、マーガリンやスプレッドをごく少量起泡させたもの
を用いることや、マーガリンやスプレッドに糖質、呈味剤、フレーバー等を添加し起泡さ
せたバタークリームを用いること等が挙げられる。
【００７１】
　起泡（クリーミング）は、従来公知の方法によって行うことができる。例えば、電動式
もしくは手動の泡立て器を用いて、比重が適度に軽くなるまで含気させることにより行う
ことができる。
【００７２】
　バタークリームは、比重が好ましくは０．８以下、より好ましくは０．３～０．７であ
る。
【００７３】
　バタークリームに配合する呈味成分としては、糖質、乳製品、呈味剤（乳製品の酵素処
理物等）、卵類、果実、果汁、ジャム、カカオ及びカカオ製品、ナッツペースト、香辛料
、コーヒーおよびコーヒー製品、酸味料、調味料、フレーバー、酒類等が挙げられる。糖
質としては、液糖、粉糖、糖アルコール等であってよく、例えば、単糖（グルコース、フ
ルクトース、ガラクトース、マンノース等）、二糖類（ラクトース、スクロース、マルト
ース、トレハロース等）、オリゴ糖、糖アルコール、ステビア、アスパルテーム等の甘味
料、デンプン、デンプン分解物、多糖類、水あめ、異性化液糖等が挙げられる。乳製品と
しては、脱脂乳、生クリーム、チーズ（ナチュラルチーズ、プロセスチーズ等）、発酵乳
、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖れん乳、加糖れん乳、無糖脱脂れん乳、加糖脱脂れん乳、全
粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、蛋白濃縮ホエイパウダー、ホエイ
蛋白コンセントレート（ＷＰＣ）、ホエイ蛋白アイソレート（ＷＰＩ）、バターミルクパ
ウダー、トータルミルクプロテイン、カゼインナトリウム、カゼインカリウム等が挙げら
れる。卵類としては、全卵、卵黄、卵白、加工卵等が挙げられる。
【００７４】
　バタークリームに呈味成分やそれ以外の成分を配合する場合は、これらの配合量は、通
常、バタークリームに配合される範囲で特に制限なく配合することができる。バタークリ
ームに糖質を配合する場合は、例えば、可塑性油脂１００質量部に対して１０～２００質
量部の範囲内で配合することができる。
【００７５】
　これらバタークリーム、マーガリン、スプレッドを製菓製パンに使用する方法としては
、例えばフィリングとしては、注入、塗布、絞り、ナッペとしては塗布、トッピングとし
ては絞りなどが挙げられる。
【００７６】
＜バタークリーム、マーガリン、スプレッドを用いた食品＞
　本発明の可塑性油脂組成物を用いたバタークリーム、マーガリン、またはスプレッドを
含む食品としては、可塑性油脂組成物を含むバタークリーム、マーガリン、またはスプレ
ッドを、フィリング、ナッペ、またはトッピングに用いた製菓製パンが挙げられる。本発
明の可塑性油脂組成物を用いたバタークリーム、マーガリン、スプレッドは、喫食時には
、バタークリームやマーガリン、スプレッドの口溶けが良好で、瑞々しさとコク味を兼ね
備え、しかも後味として感じるフレーバーリリースも良好である。
【００７７】
　製菓製パンのうち、パンとしては食パン、菓子パン、ドックパン、ロールパン、クロワ
ッサン、菓子としては、スポンジケーキ、バターケーキ、シュー、パイ、ウエハース、ド
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ーナツ、クッキー、ビスケット、クラッカー、ワッフル、ゴーフル、炭酸せんべい等が挙
げられる。
【実施例】
【００７８】
　以下に、実施例により本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらの実施例に何
ら限定されるものではない。
【００７９】
（１）測定方法
　油脂における飽和脂肪酸の含有量は、ガスクロマトグラフ法（基準油脂分析試験法（公
益社団法人日本油化学会）の「２．４．２．２－２０１３　脂肪酸組成（ＦＩＤ昇温ガス
クロマトグラフ法）」）で測定した。なお、飽和脂肪酸の含有量は、上記試験法のとおり
ガスクロマトグラフィーで測定した全ピーク面積である油脂の構成脂肪酸全体の質量を基
準としている。
【００８０】
　油脂における２位にオレイン酸が結合されたトリグリセリドの含有量、２位にラウリン
酸が結合されたトリグリセリドの含有量は、ガスクロマトグラフ法（基準油脂分析試験法
（公益社団法人日本油化学会）の「２．４．２．２－２０１３　脂肪酸組成（ＦＩＤ昇温
ガスクロマトグラフ法）」と「奨２－２０１３　２位脂肪酸組成」）で測定し、それぞれ
脂肪酸量を用いて計算にて求めた。なお、これらの含有量は、上記試験法のとおり、リパ
ーゼ溶液で処理後のモノアシルグリセリン画分をガスクロマトグラフィーで測定した全ピ
ーク面積である油脂の２位構成脂肪酸全体の質量を基準としている。
【００８１】
　各油脂のヨウ素価は、基準油脂分析試験法（公益社団法人日本油化学会）の「２．３．
４．１－２０１３ヨウ素価（ウィイス－シクロヘキサン法）」で測定した。
【００８２】
（２）油脂組成物の製造
＜エステル交換油脂の製造＞
［エステル交換油脂１］
　パーム油７０質量％、パーム核油１５質量％、パーム極度硬化油７．５質量％、パーム
核極度硬化油７．５質量％を混合し、１１０℃に加熱し、十分に脱水させた後、化学触媒
としてナトリウムメチラートを油脂量の０．０８質量％添加し、減圧下、１００℃で０．
５時間攪拌しながらエステル交換反応を行った。エステル交換反応後、水洗して触媒を除
去し、活性白土を用いて脱色し、更に脱臭を行ってエステル交換油脂１を得た。
【００８３】
［エステル交換油脂２］
　パーム油６２．５質量％、パーム核油２０質量％、パーム極度硬化油１０質量％、パー
ム核極度硬化油７．５質量％を混合し、１１０℃に加熱し、十分に脱水させた後、化学触
媒としてナトリウムメチラートを油脂量の０．０８質量％添加し、減圧下、１００℃で０
．５時間攪拌しながらエステル交換反応を行った。エステル交換反応後、水洗して触媒を
除去し、活性白土を用いて脱色し、更に脱臭を行ってエステル交換油脂２を得た。
【００８４】
［エステル交換油脂３］
　パーム分別軟質油１００質量％を１１０℃に加熱し、十分に脱水させた後、化学触媒と
してナトリウムメチラートを油脂量の０．０８質量％添加し、減圧下、１００℃で０．５
時間攪拌しながらエステル交換反応を行った。エステル交換反応後、水洗して触媒を除去
し、活性白土を用いて脱色し、更に脱臭を行ってエステル交換油脂３を得た。
【００８５】
［エステル交換油脂４］
　パーム油１００質量％を１１０℃に加熱し、十分に脱水させた後、化学触媒としてナト
リウムメチラートを油脂量の０．０８質量％添加し、減圧下、１００℃で０．５時間攪拌
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しながらエステル交換反応を行った。エステル交換反応後、水洗して触媒を除去し、活性
白土を用いて脱色し、更に脱臭を行ってエステル交換油脂４を得た。
【００８６】
　なお、エステル交換油脂１、２は、前述したエステル交換油脂（ａ）である。
【００８７】
＜マーガリンの製造＞
　後述する表１から表３に記載された各油脂を７５℃で溶解し、混合して得られた油脂に
対し、表に記載の各乳化剤（グリセリン脂肪酸エステル、レシチン）を添加して、７５℃
に調温して油相とした。一方、表に記載された水にグリセリン、脱脂粉乳を添加し、８５
℃で加熱殺菌して水相を得た。なお、実施例８、１９は、水を添加せず、８５℃で加熱殺
菌した。実施例３０は、グリセリンに脱脂粉乳を添加し、攪拌後、分散させ、８５℃で加
熱殺菌した。次に、該油相に該水相を添加し、プロペラ攪拌機で撹拌して、油中水型に乳
化した後、ミルクフレーバーを添加し、攪拌後、パーフェクターによって急冷捏和して、
表１から表３に記載された配合割合の練り込み用マーガリン・バタークリーム用マーガリ
ン・スプレッドマーガリンを得た。得られたマーガリンは、５℃で保管した。
【００８８】
　なお、乳化剤としては、モノグリセリン脂肪酸エステル（商品名エマルジーＭＯ、理研
ビタミン（株）製または商品名エマルジーＭＳ、理研ビタミン（株）製）を用いた。配合
割合は、後述する表１から２に記載されたとおりである。
【００８９】
　また、グリセリンとしては、商品名「食品添加物グリセリン」（ミヨシ油脂（株）製）
を用いた。
【００９０】
（３）製菓製パンの製造および評価
＜パウンドケーキの製造＞
　上記で得たそれぞれのマーガリンを用いて、下記配合で、パウンドケーキを製造した。
【００９１】
　まず、マーガリンと上白糖をすり合わせホイップし、比重を０．７５とした。その後、
全卵を徐々に加え合わせ、最後に薄力粉とベーキングパウダーを加え合わせ、最終比重が
０．８～０．８５となるようミキシングし、生地を得た。
【００９２】
　比較例４については、マーガリンと上白糖をすり合わせホイップし、比重０．７５とし
た後、全卵とグリセリンを１２５ｇ混合した混合液を徐々に加え合わせ、最後に薄力粉と
ベーキングパウダーを加え合わせ、最終比重が０．８～０．８５となるようミキシングし
、生地を得た。
【００９３】
　この生地をパウンド型に３５０ｇ流し込み、１７０℃、３５分焼成し、パウンドケーキ
を製造した。
【００９４】
　焼成したパウンドケーキを室温で放冷させた後、１０ｍｍの厚さにスライスし、ポリプ
ロピレン製袋に入れ、２０℃の恒温槽にて２０日保管した後、後述する各評価に用いた。
＜パウンドケーキの配合＞
　薄力粉　　　　　　　　　　　　１００質量部（５００ｇ）
　上白糖　　　　　　　　　　　　１００質量部（５００ｇ）
　マーガリン　　　　　　　　　　１００質量部（５００ｇ）
　全卵（正味）　　　　　　　　　１００質量部（５００ｇ）
　ベーキングパウダー　　　　　　　　２質量部（１０ｇ）
【００９５】
＜パウンドケーキの評価＞
　上記で得たパウンドケーキについてパネル１２名で、以下の基準により瑞々しさ、コク
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【００９６】
　パネルは、五味(甘、酸、塩、苦、うま味)の識別テスト、味の濃度差識別テスト、食品
の味の識別テスト、基準臭覚テストを実施し、その各々のテストで適合と判定された２０
～４０代の男性５名、女性７名を選抜した。
【００９７】
［焼成品の表面のシトリ］
　２０℃の恒温槽にて２０日保管した後、焼成品の表面のシトリ（湿り気）を以下の基準
で評価した。
評価基準
　◎：触った際に、湿り気を感じる。
　○：触った際に、若干湿り気を感じる。
　△：触った際に、湿り気がないが、かさつき感がない。
　×：触った際に、まったく湿り気がなく、かさつき感あり。
【００９８】
［焼成品の瑞々しさ］
　２０℃の恒温槽にて２０日保存した後、１０ｍｍの厚さにスライスし、パネルにより喫
食した際の瑞々しさ、すなわち、パサツキ感がなく、シトリがあることについて、官能評
価を以下の基準で評価した。
評価基準
　◎：パネル１２名中１０名以上が瑞々しさがあると評価した。
　○：パネル１２名中７～９名が瑞々しさがあると評価した。
　△：パネル１２名中３～６名が瑞々しさがあると評価した。
　×：パネル１２名中、２名以下が瑞々しさがあると評価した。
【００９９】
［焼成品のコク味］
　２０℃の恒温槽にて２０日保存した後、１０ｍｍの厚さにスライスし、パネルによりパ
ウンドケーキのコク味（甘み由来）の官能評価を以下の基準で評価した。
評価基準
　◎：パネル１２名中１０名以上がコク味があると評価した。
　○：パネル１２名中７～９名がコク味があると評価した。
　△：パネル１２名中３～６名がコク味があると評価した。
　×：パネル１２名中、２名以下がコク味があると評価した。
【０１００】
［スライス時のケーキのくず量］
　２０℃の恒温槽にて２０日保存した後、１０ｍｍの厚さにスライスした際に生じたケー
キのくずの量を目視により以下の基準で評価した。
評価基準
　◎：くずは全く出ない。
　○：くずは出るが、若干量である。
　×：くずが多く出る。
【０１０１】
　上記の評価結果を表１に示す。また、可塑性油脂組成物の油脂配合と油脂組成も併せて
この表に示した。
【０１０２】
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【表１】

【０１０３】
（４）バタークリームの作製と評価
＜バタークリームの作製＞
　上記で得たマーガリンを１５℃に調温した後、卓上ミキサー（Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ａｉｄ
社）を用いて、調温したマーガリン５００ｇを多羽ホイッパーで速度４にて比重が０．５
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【０１０４】
　なお、比較例８については、マーガリンに、３７５ｇを多羽ホイッパーで速度４にて、
１０秒クリーミングし、マーガリンを分散させた後、グリセリン１２５ｇを添加し、比重
が０．５程度となるまで、起泡させ、バタークリームを得た。
【０１０５】
＜バタークリームの評価＞
　上記で得たバタークリームを２０℃で２日間保存した後、このバタークリームをパネル
１２名で喫食し、以下の基準で評価した。
【０１０６】
　パネルは、五味(甘、酸、塩、苦、うま味)の識別テスト、味の濃度差識別テスト、食品
の味の識別テスト、基準臭覚テストを実施し、その各々のテストで適合と判定された２０
～４０代の男性５名、女性７名を選抜した。
【０１０７】
［バタークリームの瑞々しさ］
　２０℃で２日保存した後、パネルによりバタークリームの瑞々しさの官能評価を以下の
基準で評価した。
評価基準
　◎：パネル１２名中１０名以上が、瑞々しさがあると評価した。
　○：パネル１２名中７～９名が、瑞々しさがあると評価した。
　△：パネル１２名中３～６名が、瑞々しさがあると評価した。
　×：パネル１２名中２名以下が、瑞々しさがあると評価した。
【０１０８】
［バタークリームの後半のフレーバーリリース］
　２０℃で２日保存した後、パネルにより喫食し、口中で、バタークリームがすべてなく
なった後も、ミルクフレーバーが残存するように感じることができた場合を後半のフレー
バーリリースが良好であるとして、官能評価を以下の基準で評価した。
評価基準
　◎：パネル１２名中１０名以上が良好であると評価した。
　○：パネル１２名中７～９名が良好であると評価した。
　△：パネル１２名中３～６名が良好であると評価した。
　×：パネル１２名中２名以下が良好であると評価した。
【０１０９】
［バタークリームのコク味］
　２０℃で２日保存した後、パネルによりバタークリームのコク味（甘味由来）の官能評
価を以下の基準で評価した。
評価基準
　◎：パネル１２名中１０名以上がコク味があると評価した。
　○：パネル１２名中７～９名がコク味があると評価した。
　△：パネル１２名中３～６名がコク味があると評価した。
　×：パネル１２名中、２名以下がコク味があると評価した。
【０１１０】
　上記の評価結果を表２に示す。また、可塑性油脂組成物の油脂配合と油脂組成も併せて
この表に示した。
【０１１１】
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【表２】

【０１１２】
＜スプレッドマーガリンの評価＞
　上記スプレッドマーガリンを２０℃で２日間保存した後、このスプレッドマーガリンを
パネル１２名で喫食し、以下の基準で評価した。
【０１１３】
　パネルは、五味(甘、酸、塩、苦、うま味)の識別テスト、味の濃度差識別テスト、食品
の味の識別テスト、基準臭覚テストを実施し、その各々のテストで適合と判定された２０



(18) JP 6717729 B2 2020.7.1

10

20

30

40

～４０代の男性５名、女性７名を選抜した。
【０１１４】
［スプレッドマーガリンの瑞々しさ］
　２０℃で２日保存した後、パネルによりスプレッドマーガリンの瑞々しさの官能評価を
以下の基準で評価した。
評価基準
　◎：パネル１２名中１０名以上が、瑞々しさがあると評価した。
　○：パネル１２名中７～９名が、瑞々しさがあると評価した。
　△：パネル１２名中３～６名が、瑞々しさがあると評価した。
　×：パネル１２名中２名以下が、瑞々しさがあると評価した。
【０１１５】
［スプレッドマーガリンの後半のフレーバーリリース］
　２０℃で２日保存した後、パネルにより喫食し、口中で、スプレッドマーガリンがすべ
てなくなった後も、ミルクフレーバーが残存するように感じることができた場合を後半の
フレーバーリリースが良好であるとして、官能評価を以下の基準で評価した。
　◎：パネル１２名中１０名以上が良好であると評価した。
　○：パネル１２名中７～９名が良好であると評価した。
　△：パネル１２名中３～６名が良好であると評価した。
　×：パネル１２名中２名以下が良好であると評価した。
【０１１６】
［スプレッドマーガリンのコク味］
　２０℃で２日保存した後、パネルによりスプレッドマーガリンのコク味（甘味由来）の
官能評価を以下の基準で評価した。
評価基準
　◎：パネル１２名中１０名以上がコク味があると評価した。
　○：パネル１２名中７～９名がコク味があると評価した。
　△：パネル１２名中３～６名がコク味があると評価した。
　×：パネル１２名中、２名以下がコク味があると評価した。
【０１１７】
［スプレッドマーガリンの乾き］
　スプレッドマーガリンをプラスチック容器に入れて、５℃で、３０日間保管した後、プ
ラスチック容器から取り出し、固化したスプレッドマーガリンの表面と、中央部でカット
した際の中心部との色の差を以下の基準で評価した。
評価基準
　◎：表面と中心部との色の差がない。
　○：表面の方が、中心部より若干濃くなっている。
　△：表面の方が、中心部より濃くなっている。
　×：表面の方が、中心部よりかなり濃くなっている。
【０１１８】
　上記の評価結果を表３に示す。また、可塑性油脂組成物の油脂配合と油脂組成も併せて
この表に示した。
【０１１９】
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